
特定労務管理対象機関の公示 

指定の種類 
指定医療

機関数 
 

特定地域医療提供機関（B 水準） ７ 地域の医療提供体制の確保のため医師に長時間労働をさせざるを得ない医療機関 

連携型特定地域医療提供機関（連携 B水準） １ 他の医療機関へ医師を派遣し、地域の医療提供体制を支える医療機関 

 

○特定地域医療提供機関・連携型特定地域医療提供機関の指定（指定期間：令和６年４月１日から３年間） 

医療機関名（所在地） 指定の種類 指定事由 指定日 

諏訪赤十字病院（諏訪市） 
特定地域医療提供機関 

（B 水準） 

・救急医療 

・地域において当該病院以外で提供することが困難な医療 
令和６年２月 14 日 

長野県立こども病院 

（安曇野市） 

特定地域医療提供機関 

（B 水準） 

・救急医療 

・地域において当該病院以外で提供することが困難な医療 
令和６年２月 14 日 

信州大学医学部附属病院 

（松本市） 

特定地域医療提供機関 

（B 水準） 
・救急医療 令和６年２月 14 日 

信州大学医学部附属病院 

（松本市） 

連携型特定地域医療提供機関 

（連携 B 水準） 
・医療提供体制の確保のために必要な医師の派遣 令和６年２月 14 日 

長野中央病院（長野市） 
特定地域医療提供機関 

（B 水準） 
・救急医療 令和６年２月 14 日 

長野赤十字病院（長野市） 
特定地域医療提供機関 

（B 水準） 
・救急医療 令和６年２月 14 日 

長野県立信州医療センター 

（須坂市） 

特定地域医療提供機関 

（B 水準） 
・地域において当該病院以外で提供することが困難な医療 令和６年２月 14 日 

飯田市立病院（飯田市） 
特定地域医療提供機関 

（B 水準） 
・救急医療 令和６年２月 14 日 

 


